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    ３ 石油コンビナート地帯における航空機事故による 

      産業災害の防止について 
                                   昭和56年９月18日          

                                   消防地第 2 5 5号          

                                   消防庁地域防災課長  

 標記の件については、別添１のとおり、当庁の要望に基づき運輸省において航空法（昭和27年法律第

231号）第81条ただし書の許可に関する措置がとられてきたところであるが、このたび、当該措置の対象

としている区域を現状の石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）に基づく石油コンビナー

ト等特別防災区域に改める必要があり、その旨依頼した結果、別添２のとおり措置がとられたので通知す

る。 

 なお、この措置は、従来同様に、すべての航空機（防衛出動、治安出動又は災害派遣を命ぜられた自衛

隊機及び捜索又は救助のために航行を行う航空機を除く。）について行われるものであるので、貴職にお

かれては、貴管下石油コンビナート等特別防災区域について、区域図の提供等管轄空港事務所長（別添３

参照）が当該措置をとるに必要な協力をされるようお願いする。 

 

 

 

 別 添 １ 

 

             石油コンビナート地帯における航空事故に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月26日 消防防第 268号  

                            関係都道府県知事あて 消防庁次長  

 

 標記の件につき運輸省に善処方要望した結果、今般別添写の措置がとられたので通知する。 

 なお、この措置は民間機並びに防衛出動、治安出動および災害派遣を除く自衛隊機で、別添市町村の図

示した石油コンビナート地帯上空を飛行するものに適用されることとなるので、管轄空港事務所等と協議

のうえ違反航空機の絶無を図るため必要な措置を講ぜられたい。 

 

 

 

             石油コンビナート地帯における航空機に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月４日  空航第 213号  

                            消防庁次長あて         運輸省航空局長  

 

 標記について、要望の趣旨については防災の見地から考慮する必要がありますので、関連の事務処理を

行なう地方航空局長に対し別紙の指示を行ないましたから通知します。 
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             石油コンビナート地帯における航空機に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月４日 空航第 213号  

                            東 京 、 大 阪 航 空 局 長 あ て                

                            運 輸 省 航 空 局 長                 

 標記について、消防庁次長から別添（写）のとおり要望書の提出があった。要望の趣旨については、災

害防止の見地から考慮する必要が認められるので、今後別添の石油コンビナート地帯（石油精製所、大規

模油槽所）における航空法第81条ただし書の許可は行なわないよう取り計らわれたい。 

 

該当石油コンビナート地帯一覧表 

地 帯 名 市  町  村  名 

苫 小 牧 苫小牧市 

室   蘭 室蘭市 

函   館 上破町 

八   戸 八戸 

塩   釜 塩釜市 

秋   田 秋田市、男鹿市 

鹿   島 鹿島町、波崎町、神栖村 

市   原 市原市 

川崎、横浜 川崎市、横浜市 

新   潟 新潟市 

富   山 富山市、高岡市 

清   水 清水市 

名 古 屋 名古屋市、横須賀町 

四 日 市 四日市市 

尾   鷲 尾鷲市 

和 歌 山 和歌山市、海南市、有田市、下津町 

堺 堺市、高石市 

神   戸 神戸市、尼崎市 

姫   路 姫路市、高砂市、加古川市 

水   島 倉敷市 

大竹、岩国 大竹市、岩国市、和木村 

周   南 下松市、徳山市、南陽町 

宇   部 宇部市、小野田市 

松   山 松山市、菊間町 

新 居 浜 新居浜市 

福   岡 福岡市、志賀町 

北 九 州 北九州市 

大   分 大分市 

            28地区    48市町村 
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             石油コンビナート地帯における航空機事故 

             による産業災害の防止について 

                           昭和43年４月８日 消防防発第 167号  

                           運輸省航空局長あて 消防庁次長                   

 近年全国各地に石油コンビナートが建設されておりますが、これらの地区に大規模な事故が発生した場

合には、大きな被害をもたらすものと思います。 

 石油コンビナート地帯の災害対策については、当庁におきましても種々の角度から検討し、推進してお

りますが、航空機事故による同地帯の災害の発生を防止することもまた早急に措置する必要があると思い

ます。このことについて、別紙のとおり（別紙略）千葉県知事から要請が来ておりますが、この際全国の

石油コンビナート地帯の上空における最低安全高度以下の飛行の禁止および離着陸時における同地帯上空

の飛行の回避等石油コンビナート地帯における航空機事故による災害の防止のための必要な措置をおとり

下さるようお願いします。 

 

 

 

別 添 2 

            石油コンビナート地帯における航空機事故 

            による産業災害の防止について 

                             昭和56年９月４日 空航第 867号 

                             消 防 庁 地 域 防 災 係 長 あ て                

                             運輸省航空局技術部運行課長                 

 

 昭和56年９月２日付け消防地第247号により依頼のあった標記については、別紙のとおり各地方航空局

に指示したので、通知します。 

 

 

〔別紙〕 

            石油コンビナート地帯における航空機事故 

            による産業災害の防止について 

                             昭和56年９月４日 空航第 867号 

                             東京、大阪航空局次長あて                

                             運輸省航空局技術部運航課長                 

 

 標記については、昭和44年６月４日付け空航第213号により指示してあるところであるが、今般消防庁

から石油コンビナート地帯の現状は別添のとおりである旨通知があったので、了知のうえ、管内空港事務

所長に周知願います。 

 なお、各区域の詳細図については、各都道府県の消防防災担当課から管轄空港事務所長に提示するよう

消防庁から別途各都道府県あて通達することとしているので、承知願います。 
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別 添 ３ 
 

名   称 位   置 管   轄   区   域 

丘珠空港事務所 札 幌 市 北海道のうち札幌市、江別市及び石狩支庁管内 

千歳空港事務所 千 歳 市 

北海道のうち旭川市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、留萌

市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠

市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別

市、恵庭市、伊達市、後志支庁管内、上川支庁管内、留萌支庁管

内、空知支庁管内、胆振支庁管内及び日高支庁管内 

稚内空港事務所 稚 内 市 北海道のうち稚内市及び宗谷支庁管内 

函館空港事務所 函 館 市 北海道のうち函館市、桧山支庁管内及び渡島支庁管内 

釧路空港事務所 釧 路 市 
北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、

十勝支庁管内、釧路支庁管内、根室支庁管内及び網走支庁管内 

三沢空港事務所 三 沢 市 青森県 

仙台空港事務所 名 取 市 岩手県、宮城県、秋田県、福島県 

新 東 京 空

港 事 務 所 
成 田 市 茨城県、千葉県 

東京空港事務所 
東 京 都

大 田 区 

栃木県、群馬県、埼玉県、東京都（調布空港事務所の管轄に属する

区域を除く。）、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 

調布空港事務所 調 布 市 

東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中

市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山

市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、清瀬市、狛江

市、東久留米市、東大和市、武蔵村山市、稲城市、多昏市、秋川市

及び西西多摩郡 

新潟空港事務所 新 潟 市 山形県、新潟県 

小松空港事務所 小 松 市 富山県、石川県、福井県 

名 古 屋 空

港 事 務 所 

愛知県西      

春日井郡      

豊 山 町 

岐阜県、愛知県、三重県 

八尾空港事務所 八 尾 市 

大阪のうち八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳

野市、藤井寺市、東大阪市及び南河内郡（航空交通管制に関する事

務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯34度35分36

秒東経135度36分12秒の地点を中心とする半径９キロメートルの円内

の部分を含む｡）、奈良県 

美保空港事務所 境 港 市 鳥取県、島根県 

広島空港事務所 広 島 市 広島県、山口県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く｡） 
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徳島空港事務所 

徳 島 県 

板野野郡      

松 茂 町 

徳島県 

高松空港事務所 高 松 市 香川県 

松山空港事務所 松 山 市 愛媛県 

高知空港事務所 南 国 市 高知県 

福岡空港事務所 福 岡 市 
福岡県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。）、佐賀県、

長崎県のうち上県郡、下県郡及び壱岐郡 

北 九 州    

空港事務所 
北九州市      

山口県のうち下関市、宇部市、小野田市、長門市、美禰郡及び大津

郡福岡県のうち行橋市、豊前市、北九州市、京都郡及び築上郡 

長崎空港事務所 大 村 市 長崎県（福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く｡） 

熊本空港事務所 

熊 本 県 

上益域郡      

益 城 町 

熊本県 

大分空港事務所 

大 分 県

東国東郡      

武 蔵 町 

大分県 

宮崎空港事務所 宮 崎 市 宮崎県 

鹿 児 島  

空港事務所 

鹿児島県      

姶 良 郡 

渡 辺 町 

鹿児島県 

那覇空港事務所 那 覇 市 沖縄県（下地島空港事務所の管轄に属する区域を除く。） 

下 地 島  

空港事務所 

沖 縄 県 

宮 古 郡 

伊良部村      
沖縄県宮古郡伊良部村 
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参照条文 

○航空法（昭和27年法律第 231号）抄 

（最低安全高度） 

第81条 航空機は、離陸又は着陸を行なう場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の

安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の

許可を受けた場合はこの限りではない。 

（捜索又は救助のための特例） 

第81条の２ 前３条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜

索又は救助のために行う航行については適用しない。 

 

○航空法施行規則（昭和27年運輸省令第 56号）抄 

（最低安全高度） 

第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。 

 １ 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は

水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの 

  イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600メート

ルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度 

  口 人又は、家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件から150メ

ートル以上の距離を保って飛行することのできる高度 

  ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の

高度 

 ２ 計器飛行方式により管制区又は管制圏を飛行する航空機にあっては、告示で定める高度 

（捜索又は救助のための特例） 

第176条 法第81条の２の国土交通省令で定める航空機は次のとおりとする。 

 １ 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であっ

て捜索又は救助を任務とするもの 

 ２ 国土交通省の依頼により捜索又は救助を行う航空機 

 

○自衛隊法（昭和29年法律第 165号）抄 

（航空法等の適用除外） 

第107条 

 ４ 航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の２、第79条から第81条まで、第82条第２項、第82

条の２、第84条第２項、第88条、第91条、第92条（第１項第３号に係る部分に限る。）及び第99条の

２第１項の規定は、第76条第１項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から第

81条までの規定は、第78条第１項若しくは第81条第２項の規定により出動を命ぜられた場合又は第

83条第２項の規定により派遣を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自

衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第99条の２第１項

に規定する行為については適用しない。 

 

（参考） 

  自衛隊法第76条第１項    内閣総理大臣の命による防衛出動 

  自衛隊法第78条第１項    内閣総理大臣の命による治安出動 

  自衛隊法第81条第１項    都道府県知事の要請による治安出動 

  自衛隊法第83条第２項    災害派遣 
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４ 石油コンビナート等の大規模な災害時に係る防災対策の充実

強化等について（通知） 

                                   平成25年3月28日 

消防特第4 7号 

                                  消防庁特殊災害室長  

  

東日本大震災及びその後において発生した石油コンビナート災害では、大規模な爆発、火災の延焼等

により、当該事業所の敷地外、更には石油コンビナート等特別防災区域の外部にまで影響が及ぶ事案も発

生しており、これに対処するための情報収集・伝達、事業者等による即応体制、事故現場での安全管理、

住民避難等において課題が見られたところです。 

これらのことを踏まえ、消防庁では、平成２４年７月から「石油コンビナート等防災体制検討会」（以

下「防災体制検討会」という。）及び「石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る調査研究

会」（以下「調査研究会」という。）を開催し、このたび、別添概要（別紙１、２）のとおり報告書をとり

まとめました。 

本報告書を受けて、石油コンビナート等の大規模な災害に係る防災対策の充実強化等を図るため、下

記のとおり「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成１３年３月１９日付け消防特第４０号）

を一部改定するとともに、対策推進上の留意点等を取りまとめましたので通知します。 

我が国においては、南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の発生が懸念される中、人命安全の確保、

エネルギーや産業基盤の強靱化、社会的機能の維持が急務であり、石油コンビナート防災の抜本的な強化

が必要と考えられるところです。このことを踏まえ、関係各道府県におかれては、石油コンビナート等防

災本部を中心とする管内の防災対策を推進するとともに、特定事業者に対し適切なご指導をお願いいたし

ます。また、貴道府県内の関係市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても周知

されるようお願いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言として発出

するものであることを申し添えます。 

記 

１ 石油コンビナートの防災アセスメント指針の一部改定について 

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成１３年３月１９日付け消防特第４０号）を別添冊

子のとおり改定したこと（個別の改定事項については、別紙３「防災アセスメント指針改定の概要」を

参照）。 

＜主な改定内容＞ 

（１）災害シナリオ等 

① 地震･津波の想定に関するアセスメント上の考え方を整理（最大クラスの地震･津波に関する最新

の知見を反映、地域防災計画上の想定と整合等） 

② 東日本大震災における石油コンビナートの津波被害を踏まえ、津波による災害シナリオを追加。

また、地震に伴う液状化やスロッシングの影響によるタンク等の被害シナリオを刷新 

③ 東日本大震災における高圧ガスタンク爆発火災を踏まえ、ＢＬＥＶＥ＊による災害シナリオを追

加 

＊火災により加圧液化ガスの容器・貯槽が熱せられ、大気圧下での沸点より高い温度まで過熱し内

圧が高まった状態で、容器・貯槽が破損して圧力が急激に下がり、内容液が突沸して爆発的に蒸

発する現象。 

④ 防油堤外や海上流出等を伴う災害拡大シナリオを追加 

⑤ 東日本大震災やその後の爆発火災、海上流出事故等を踏まえ、災害発生危険度は相対的に小さい

が災害影響度が周辺地域にも及ぶような大規模災害については、災害影響度を推定（定性的評価を

含む。）して防災対策上考慮すべき対象として追加 

（２）災害の評価手法 

① 災害シナリオの追加等に伴う災害発生危険度･災害影響度に関する評価手法を追加･刷新。また、
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定量的評価が技術的に難しい事象についても、防災対策上の参考として定性的な評価方法等を追加 

② 東日本大震災による被害状況、国内外の知見を踏まえ、災害発生危険度･災害影響度の推定に関

する算定式や指標等の追加･刷新等を実施 

（３）災害想定に基づく応急対策上の留意事項 

① 災害想定の結果を活用し、地震･津波による電源や水源の機能喪失等への対処を含め、緊急停止

に係る安全性向上の考え方を追加 

② 大規模災害のシナリオを基に、従業者や周辺住民への情報伝達、避難誘導等の考え方を追加 

２ 石油コンビナート防災対策の充実強化等に係る取組事項について 

上記１による防災アセスメント指針の一部改定、防災体制検討会及び調査研究会の報告書における提

言等（別紙１、２）を踏まえ、石油コンビナート防災に携わる関係者にあっては、それぞれの防災対策

の充実強化等を図ることが必要であること。特に、次の点については、速やかに取組みを進めることが

重要であること。 

○ 関係道府県の石油コンビナート等防災本部においては、消防庁におけるアセスメント指針の改定を

踏まえ、石油コンビナート等防災計画の災害想定を見直し、災害予防対策及び応急対策計画、石油

コンビナート周辺住民の避難計画等へ反映していくこと。 

○ 特定事業者においては、調査研究会で取りまとめられた特定防災施設等の地震による影響評価マニ

ュアル、地震及び津波による特定防災施設等の被害の防止又は軽減策、応急措置又は代替措置の例

示等を活用し、特定防災施設等の地震対策及び津波対策を実施すること。また、設備の緊急停止に

係る安全上の留意事項を踏まえ、緊急停止を行う際に設備が安全に停止できるように対応を検討す

ること。 

なお、本影響評価マニュアルは、影響評価の具体的な手順を示し、その中で条件設定等を変更す

ることで、施設の代表的な形状・仕様を前提とした評価結果を示すものであること。もとより、本

影響評価マニュアルによらず、特定事業者が、別途、詳細な評価を行うことを妨げるものではない

ことに留意されたいこと。 

○ 石油コンビナート等の管轄消防本部においては、本検討結果を、石油コンビナート災害が発生した

際の消防活動、特定事業所が実施する地震対策及び津波対策を指導する際に活用すること。 

 

※報告書の全文は、消防庁ホームページでご覧いただけます。 

「石油コンビナート等防災体制検討会報告書（平成２５年３月）」 

（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h24/sekiyu_bousaitaisei/index.html） 

「石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る調査研究会報告書（平成２５年３月）」 

（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h24/sekiyu_eikyohyoka/index.html） 
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計測 

震度 

震度 

階級 
人間 屋内の状況 屋外の状況 木造建物 鉄筋コンクリート建造物 地盤・斜面 

 
０ 

人は揺れを感じないが、
地震計には記録される。 

     

１ 
屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずか
に感じる人がいる。 

     

２ 

屋内で静かにしている人
の大半が、揺れを感じ
る。眠っている人の中に
は、目を覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ
物が、わずかに揺れ
る。 

    

３ 

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩い
ている人の中には、揺れ
を感じる人もいる。眠っ
ている人の大半が、目を
覚ます。 

棚にある食器類が音
を立てることがあ
る。 

電線が少し揺れる。    

４ 

 

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんど
が、揺れを感じる。眠っ
ている人のほとんどが、
目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は
大きく揺れ､棚にある食
器類は音を立てる。座り
の悪い置物が、倒れるこ
とがある。 

電線が大きく揺れる。自動車
を運転していて、揺れに気付
く人がいる。 

   

５弱 
大半の人が、恐怖を覚
え、物につかまりたいと
感じる。 

電灯などのつり下げ物は
激しく揺れ､棚にある食
器類、書棚の本が落ちる
ことがある。座りの悪い
置物の大半が倒れる。固
定していない家具が移動
することがあり、不安定
なものは倒れることがあ
る。 

まれに窓ガラスが割れて落ち
ることがある。電柱が揺れる
のがわかる。道路に被害が生
じることがある｡ 

耐震性が低い 
壁などに軽微なひび割れ・亀
裂がみられることがある。 

 
地盤の状況 
亀裂や液状化
が生じること
がある。 
 
斜面等の状況 
落石やがけ崩
れが発生する
ことがある。 

５強 

大半の人が、物につかま
らないと歩くことが難し
いなど、行動に支障を感
じる。 

棚にある食器類や書
棚の本で、落ちるも
のが多くなる。テレ
ビが台から落ちるこ
とがある。固定して
いない家具が倒れる
ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロッ
ク塀が崩れることがある。据付
けが不十分な自動販売機が倒れ
ることがある。自動車の運転が
困難となり、停止する車もあ
る。 

耐震性が低い 
壁などにひび割れ・亀裂がみ
られることがある。 

耐震性が低い 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が入ることがある。 

６弱 
立っていることが困難に
なる。 

固定していない家具
の大半が移動し、倒
れるものもある｡ドア
が開かなくなること
がある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下することがある。 

耐震性が高い 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂
がみられることがある。 
 
耐震性が低い 
壁などのひび割れ・亀裂が多く
なる。壁などに大きなひび割
れ・亀裂が入ることがある。 
瓦が落下したり、建物が傾いた
りすることがある。倒れるもの
もある。 

耐震性が高い 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が入ることがある。 
 
耐震性が低い 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が多くなる。 

地盤の状況 
地割れが生じ
ることがあ
る。 
 
斜面等の状況 
がけ崩れや地
すべりが発生
することがあ
る。 

６強 

立っていることができ
ず、はわないと動くこと
ができない。 揺れにほん
ろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることも
ある。 

固定していない家具
のほとんどが移動
し、倒れるものが多
くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下する建物が多くな
る。補強されていないブロッ
ク塀のほとんどが崩れる。 

耐震性が高い 
壁などにひび割れ・亀裂がみ
られることがある。 
 
耐震性が低い 
壁などに大きなひび割れ・亀裂
が入るものが多くなる。傾くも
のや、倒れるものが多くなる。 

耐震性が高い 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が多くなる。 
 
耐震性が低い 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜め
やX状のひび割れ・亀裂がみられること
がある。１階あるいは中間階の柱が崩
れ、倒れるものがある。 

地盤の状況 
大きな地割れ
が生じること
がある。 
 
斜面等の状況 
がけ崩れが多
発し、大規模
な地すべりや
山体の崩壊が
発生すること
がある。 

７ 

固定していない家具

のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛

ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損､落下する建物がさらに多

くなる。補強されているブロ

ック塀も破損するものがあ

る。 

耐震性が高い 

壁などのひび割れ・亀裂が多く

なる。まれに傾くことがある。 

 

耐震性が低い 

傾くものや、倒れるものがさら

に多くなる。 

 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂がさらに多くなる。1 階ある

いは中間階が変形し、まれに傾くものが

ある。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜め

や X 状のひび割れ・亀裂が多くなる。

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れる

ものが多くなる。 

ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 
安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 さらに揺れが強い場合に

は、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。 

鉄道の停止、高速道路の

規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われ

る。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにく

い状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝

言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかる

ことがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止

することがある。 

５ 気象庁震度階級関連解説表 

０．５ 

１．５ 

２．５ 

３．５ 

４．５ 

５．０ 

５．５ 

６．０ 

６．５ 
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６ 東海地震に係る警戒宣言発令時の 

特定事業所の対応について 
 

１ 経  過 

  千葉県石油コンビナート等特別防災区域の防災対策は、石油コンビナート等災害防止法（昭和51年６

月施行）の規定による千葉県石油コンビナート等防災計画により対処している。 

  その後、大規模地震対策特別措置法が昭和53年に施行されたことにより、静岡県を中心とする170市

町村が、地震防災対策強化地域として指定され強化地域内に存在する特定事業所等については、「地震

防災応急計画」の作成が義務付けられた。 

  千葉県は強化地域に指定されていないが、強化地域に隣接しており、また千葉県石油コンビナート等

特別防災区域においては、大量の危険物を貯蔵・取扱っていることから、地震災害の未然防止に対し

て積極的な防災対策を講ずる必要があるため、昭和56年度に千葉県石油コンビナート等防災計画の一

部修正を実施し、東海地震に関する地震防災対策について、強化地域に準じた対策を講ずる旨を規定

し、特定事業所に対し地震防災応急対策の策定を義務付けた。 

  また、応急対策の起点であった東海地震に係る判定会召集については、平成15年12月25日付気象庁通

達により東海地震注意情報に改めた。 

  なお、平成２９年１１月１日より気象庁は、南海トラフ全域で地震発生の可能性を評価した結果をお

知らせする「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しており、これに伴い、東海地震のみに着

目した「東海地震に関連する情報」の発表は行っていない。 

特定事業所が策定している地震防災応急対策の概要は、次のとおりである。 

 

２ 警戒宣言発令に伴う特定事業所の地震防災応急対策の概要について 

  特定事業所の策定している地震防災応急対策の内容は次のとおりである。 

  (1) 警戒宣言発令時の操業方針 

   ア 操業を停止する事業所         

       （内訳）(ｱ) 油 槽 所     (ｲ) 石油化学業      

           (ｳ) 鉄 鋼 業      (ｴ) そ の 他      

   イ 操業を継続する事業所         

       （内訳）(ｱ) 電 気 業     (ｲ) ガ ス 業       

 （2）業種別対応措置の概要 

   ア 油 槽 所 

     （船舶から受入れた石油・高圧ガス等を屋外貯蔵タンクに備蓄し、ローリー等で出荷する業種） 

     (ｱ) 操業はすべて停止する。（操業停止に要する時間10分） 

     (ｲ) 船舶からの入出荷作業は、中止し港長等の指示により離桟する。 

     (ｳ) ローリーの入出荷作業は中止し、構内、その他の安全な場所に待機させる。 

     (ｴ) 同品種でかつ近接する屋外貯蔵タンクの間においては、バルブ操作等によりタンク液面レ

ベルの均等化を図る。 

     (ｵ) 夜間は操業していないが、東海地震注意情報覚知後は、地震警戒を強化するため、保安要

員を確保する。 

   イ 石油化学業 

     （石油精製業、石油化学業、無機化学業、油脂製造業等の業態であり、主にプラントにより危

険物を取扱う業種。） 

     (ｱ) 製造施設は操業を停止する。 

     (ｲ) 入出荷作業は、油槽所と同じく、必要な安全措置を実施後、中止する。 

     (ｳ) 防災上必要な用役設備は、可能な限り、運転を継続する。 
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  ウ 鉄 鋼 業 

     （炉等により、鉄鋼、コークス及び非鉄金属を形成、加工する業種。） 

     (ｱ) 操業は停止する。ただし、高炉、コークス炉及び電解炉は休止状態とする。 

     (ｲ) 製品、原料及び危険物の入出荷作業は停止する。 

     (ｳ) 従業員が多いため、停止措置を完了しだい段階的に帰宅させ、最終的には、地震発生時に

必要な従業員により警戒体制をとる。 

   エ 電 気 業 

     （電力を供給する業種） 

     電力は、民生安定、地震災害予防及び災害復旧対策をはじめとするすべての活動の基礎となる

ため、警戒宣言発令時においても、操業を継続し電力の供給確保を基本とする。 

     (ｱ) 東海地震注意情報覚知後、ただちに地震防災組織を設置し、防災体制下で操業を継続する。 

     (ｲ) 船舶からの揚油、揚ガス作業は、原則として中止する。 

     (ｳ) 発電以外の作業はすべて中止する。 

   オ ガ ス 業 

     （都市ガス、発電用燃料ガス及び保安用ガスを製造、供給する業種） 

     都市ガス、発電用燃料ガス及び保安用ガスは民生安定、発電用及び保安用に必要となるため警

戒宣言発令時においても操業を継続し、供給確保を基本とする。 

     (ｱ) 東海地震注意情報覚知後、直ちに地震防災組織を設置し、防災体制下で操業を継続する。 

     (ｲ) ＬＮＧ、ＬＰＧの船舶及びローリー車での出荷作業は中止する。 

   カ そ の 他 

     （上記５業種以外の業種。電気機器製造業、土石製造業等） 

     (ｱ) 操業はすべて停止する。 
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７ 東海地震に係る地震防災対策強化地域 

（平成２４年４月１日現在の市町村一覧） 

東 京 都 新島村、神津島村、三宅村 

神奈川県 

平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、  

寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、   

真鶴町、湯河原町 

山 梨 県 

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、  

甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、

富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 

長 野 県 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、 

辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、  

阿智村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 

岐 阜 県 中津川市 

静 岡 県 

( 全 域 ) 

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、  

磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、  

伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、 

松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町 

愛 知 県 

名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、  

安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、   

高浜市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、  

長久手市、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、

幸田町、設楽町、東栄町 

三 重 県 
伊勢市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大紀町、南伊勢町、 

紀北町 
 
※ 平成２４年４月１日現在 １都７県１５７市町村 

 

 

 



図1（左上） 地震被害想定のホームページトップページ
図2（右上） 表示イメージ①（東京湾口１０ｍ 施設無し）
図3（右下） 表示イメージ②（元禄地震 施設無し）

地震被害想定のホームページは以下のURLからアクセスできます。
Http://keihatsu.bousai.pref.chiba.jg.jp/higaisoutei/map/tsunami/index.html

８ 津波浸水予測（平成24年4月 東日本大震災千葉県調査検討専門委員会）

1 2

3



図1（左上） 地震被害想定のホームページトップページ
図2（右上） 表示イメージ①（震度５強 直下地震）
図3（右下） 表示イメージ②（震度５強 巨大地震）

地震被害想定のホームページは以下のURLからアクセスできます。
Http://keihatsu.bousai.pref.chiba.jg.jp/higaisoutei/map/liquefaction/index.html

９ 液状化しやすさマップ（平成24年4月 東日本大震災千葉県調査検討専門委員会）
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1

12
 

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

で
の

石
油

タ
ン

ク
被

害
に

係
る

調
査

結
果

に
つ

い
て

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
消

防
庁
消

防
研
究

セ
ン
タ

ー
 

 1
．

は
じ

め
に

 

20
11

年
3月

11
日
に
発
生
し
た

東
北
地

方
太
平
洋
沖
を

震
源

と
す

る
地

震
(M

9.
0)
で

は
、

宮
城

県
で

最
大

震
度

７

が
観
測

さ
れ
た

ほ
か

、
宮

城
県

、
福

島
県

、
茨
城

県
及

び

栃
木
県
の
広
い
範
囲
で
震
度

6
強
が
観
測
さ
れ
る
な
ど
、

非
常
に

広
い
範

囲
に

わ
た

っ
て

強
い

揺
れ

に
よ
る

被
害

、

さ
ら
に

東
北
地

方
太

平
洋

沿
岸

部
を

中
心

に
広
い

範
囲

で

の
津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。

 

石
油

タ
ン
ク

な
ど

の
消

防
法
上

の
危

険
物

施
設

や
石

油

コ
ン
ビ

ナ
ー
ト

施
設

に
お

い
て

も
今

回
の

地
震
動

や
津

波

に
よ
る

被
害
が

発
生

し
て

お
り

、
一

部
の

危
険
物

施
設

等

で
は
火
災
も
発
生
し
て
い
る
。

 
 2
．
調

査
地
域

 

調
査

地
域
は

、
太

平
洋

沿
岸
、

東
京

湾
岸

、
日

本
海

沿

岸
に
わ
た
る
広
い
地
域
で
あ
る
。
調
査
し
た
の
は

 ①
気
仙

沼
市
、
②

仙
台
地
区
（
仙
台
市
、
多
賀
城
市
、
七
ケ

浜
町
）
、

③
い
わ
き
市
、
④
鹿
島
地
区
（
鹿
嶋

市
、
神
栖

市
）、

⑤
酒

田
市
、
⑥
新

発
田
市
、
⑦

 新
潟
市
、
⑧
市
原
市
、
⑨
川
崎

市
、
⑩
久
慈
市
の

10
箇
所
で
あ
る

。
 

調
査

地
域
の

中
で

危
険

物
施
設

等
の

火
災

が
発

生
し

た

の
は
、
図

1
に
示
す
と
お
り
仙
台

地
区
及
び
市
原

市
で
あ

る
。

 
 3
. 
地
域
ご
と

の
被
害
状
況

 

今
回

の
調
査

に
お

い
て

は
、
以

下
に

示
す

視
点

で
危

険

物
施
設
の
被
害
を
調
査
し
た
。

 
 タ

ン
ク

側
板

、
底
板
、
浮

き
屋

根
が

受
け
た
被
害

状

況
は
消

防
法

令
の
技
術
上

の
基

準
を

見
直
す
必
要

の

あ
る
も
の
で
あ

る
か

 
 仙

台
地
区
で
発

生
し
た
火
災
の

原
因

 
 市

原
市
の
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
火
災

の
原
因

 
 巨

大
な

津
波

が
来
襲
し
た

地
区

に
お

け
る
危
険
物

施

設
の
被
害
の
状

況
は
ど
う
で
あ

る
か

 
調
査

し
た
地

域
で

の
危

険
物
施

設
の

被
害

は
、

地
域

ご

と
に
異

な
っ
た

様
相

を
呈

し
て

い
る

よ
う

に
見
受

け
ら

れ

る
。
地

域
を

太
平
洋

側
、

日
本

海
側

、
東

京
湾
岸

と
大

き

く
三
つ

に
分

け
、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

で
の

被
害
の

特
徴

を

記
す
。
ま
た
、
図

1
に
は
各
調
査
地
域
で
の
被
害
の
特
徴

を
示
す
。

 
(1

)太
平
洋
側
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
a)
タ

ン
ク

・
配

管
の
浮

上
、
移

動
、

地
盤

・
基

礎
の
洗

掘
（
タ
ン

ク
底
板
の
破

断
）
な
ど

、
津
波
に
よ

る
被

害
が
多
く
見
ら

れ
る
。

 
b)
や
や
長
周
期

地
震
動
（
周
期

1
秒
か
ら

20
秒
程
度
の

地
震
動
）

に
よ
る
ス
ロ

ッ
シ
ン
グ

（
液
面
揺
動

）
は

小
さ
く
、
浮
き
屋
根
の
顕
著
な
被
害
は
見
ら
れ
な
い
。
 

c)
短

周
期

地
震

動
に

よ
る

側
板

座
屈

、
浮

き
上

が
り

な

ど
の
被
害
は
見
ら
れ
な
い
。

 
d)
地
盤
の
液
状
化
が
発
生
し
て
い
る
。

 
(2

)日
本
海
側
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
 

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

に
よ

る
浮

き
屋

根
の

ポ
ン

ツ
ー

ン

（
浮
き
室
）
破

損
、
デ
ッ
キ
上
へ
の

溢
流
被
害
が

多
く

発
生
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

 
(3

)東
京
湾
岸
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
ス
ロ
ッ
シ

ン
グ
に
よ
る

浮
き
屋
根

沈
没
、
デ
ッ

キ
の

割
れ

な
ど

地
震

動
に

よ
る

被
害

が
多

く
発

生
し

て
い

る
よ

う
で
あ
る
。

 
 

 
図

1 
調
査
地
域
と
主
な
危
険
物

施
設
等
の
被
害

 
 4
. 
調
査
結
果
の
概

要
 

調
査
地

域
で

確
認

さ
れ

た
危

険
物

施
設
等

の
被

害
の

概

要
を
以
下
に
示
す
。

 

酒
田

 

新
潟

 

新
発

田
 

い
わ

き
 

仙
台

 

(火
災

) 

川
崎

 
市

原
 

(火
災

) 

鹿
嶋

 

塩
釜

 

長 周 期 地 震 動 （ ス ロ ッ シ ン グ ） 被 害 

気
仙

沼
 

短 周 期 地 震 動 被 害 

津 波 被 害 

 
2

4
.1
仙
台
地
区
に
お
け
る
危
険
物

漏
洩
の
被
害

 

 
写
真

1 
危
険
物
が
防
油

堤
内
に
漏
洩
し
た
状
況

 

 

写
真

1
の
①
の

タ
ン
ク
で
は
津

波
は
タ

ン
ク
底
板
か
ら

約
3.

5m
ま
で
到

達
し
た
。
当
該
タ

ン
ク
は
空
で
あ

っ
た
が

浮
上
や

移
動
の

現
象

は
見

ら
れ

な
い

。
②

で
は
多

数
の

配

管
が
折

れ
曲

が
り
、

③
の

よ
う

に
危

険
物

が
防
油

堤
内

に

大
量
に

漏
洩

し
て
い

る
。

こ
れ

ら
の

配
管

は
津
波

で
流

さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
写
真

2
に
示
す
よ
う
に

防
油
堤

直
下
の

土
砂
が

流
出

し
、

防
油

堤
内

と
構

内
道
路

と
が

つ

な
が
っ

て
し
ま

っ
て

い
る

。
よ

っ
て

漏
洩

し
た
油

が
構

内

道
路
ま
で
広
が
っ
た

も
の
で
あ
る
。

 

 

 
写

真
2 

防
油
堤
直

下
の
基
礎
の
洗
掘

 

 

写
真

3
に
は
破
断
し
た
重
油
配

管
を
写
真

4
に

は
破
断

し
た
ガ

ソ
リ

ン
配
管

を
示

す
。

重
油

配
管

の
破
断

部
は

、

長
さ

10
cm

、
開
口
幅
最
大

3c
m

で
あ
る
。
ま
た
、
ガ
ソ
リ

ン
配
管
は

Z
字
の
様
に
折
れ
曲
が

り
、
矢
印
部
分

に
亀
裂

が
発
生
し
て
い
る
。

 

 

 
写
真

3 
重
油
配
管
の
開
口
部

 

 

 

写
真

4 
ガ
ソ
リ
ン
配
管
（
直
径

14
イ
ン

チ
）
の
屈

曲
部

と
割
れ
（
矢
印
部

2
箇
所
）

 

 

写
真

5
は
防
油
堤
内
に
大
量
の
油
が
漏
洩
し

た
タ
ン
ク

を
示
し

た
も

の
で
あ

る
。

タ
ン

ク
側

板
に

は
重
油

が
付

着

し
て
い

る
こ

と
が
分

か
る

。
当

該
タ

ン
ク
の

破
断

部
は

写

真
6
中
の

D
1
の
位

置
で
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
配

管
の
溶
接
線
が
破
断
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

  

写
真

5 
重
油
が
漏

洩
し

た
タ
ン

ク
（
側
板

に
は

漏
洩
し

た
際
に
飛
散
し
た
油
が
付
着
し
て

い
る
）
 

 

①
 

②
 

③
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3

  
写

真
6 

破
断
し
た

重
油
タ
ン
ク
の
配
管
 

  
写
真

7
は
津
波
に
よ
り
浮
上
、

移
動
し
た
タ
ン

ク
で
あ

る
。
地
震
時
は
空
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

他
3
基
の
タ

ン
ク
が

移
動

し
て
お

り
、

い
ず

れ
も

地
震

時
は
空

の
状

態

で
あ
っ
た
。
写
真

8
は
津
波
に
よ

り
転
倒
し
た
劇

物
の
タ

ン
ク
で
あ
る
。

 

 

 
写

真
7 

津
波
に
よ

り
浮
上
・
移
動
し
た
タ

ン
ク

 

（
容
量

2
千

kL
、
地
震
時
は
空
）

 

 

 
写
真

8 
転
倒
し
た
劇
物
の
タ
ン

ク
（
地
震
時
は

空
）
 

 4
.2
油
槽
所
に

お
け
る
危
険
物
漏
洩
の
被
害

 

仙
台
地

区
の

油
槽

所
で

は
、

津
波

に
よ

り
配
管

に
取

り

付
け
ら

れ
て

い
た
バ

ル
ブ

が
破

断
し

、
破
断

部
か

ら
ガ

ソ

リ
ン
や
重
油
が
漏
洩
し
た
。
写
真

9
は
防
油
堤
内
に
ガ
ソ

リ
ン
や
重
油
が
漏
洩
し
た
状
況
で

あ
る
。

 

 

 
写

真
9 

防
油
堤
内
に
滞
留
し
た

重
油
と
ガ
ソ
リ
ン
 

（
国

土
地
理
院
提
供

）
 

 4
.3

津
波

に
よ

る
タ

ン
ク

流
出

 

気
仙
沼
で
は
、

4
事

業
所
の

10
基
の
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵

所
の
タ

ン
ク

本
体
が

津
波

に
よ

り
流

出
し

た
。
流

出
油

量

は
11

,5
21

kL
、
油
種

に
つ
い
て
は
重
油
、
灯
油
、
軽
油
及

び
ガ
ソ

リ
ン

で
あ
る

。
津

波
に

よ
り

移
動
、

倒
壊

し
た

タ

ン
ク
を
写
真

10
に
示
す
。
タ
ン
ク

基
礎
の
状
況
を

写
真

11

に
示
す
。
た
だ
し
、
写
真

10
の
タ
ン
ク
の
基
礎
で
あ
る
か

否
か
は

確
認

で
き
て

い
な

い
。

一
部

欠
け

て
い
る

以
外

は

ほ
ぼ
健
全
な
状
況
で
あ
る
。

 

ま
た
、
写
真

12
に
焼
損
し
た
タ

ン
ク
を
示
す
。
気
仙
沼

で
は
広

域
火

災
が
発

生
し

た
と

考
え

ら
れ
て

い
る

が
、

焼

 
4

損
し
た

状
態
で

発
見

さ
れ

て
い

る
タ

ン
ク

は
ほ
と

ん
ど

無

い
。

 

 

 
写
真

10
 
津
波
に
よ
り

移
動
、
倒
壊
し

た
タ
ン
ク
 

 

 
写

真
11

タ
ン
ク
基
礎
 

 

 
写
真

12
焼
損
し
た
タ
ン

ク
 

 

ま
た
、
写
真

13
、
写
真

14
に

示
す
よ

う
に
太
平
洋
側

の
鹿
島

地
区
で

は
護

岸
や

バ
ー

ス
が

大
き

く
損
傷

し
て

い

る
。
津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

 
 

 

写
真

13
 
バ
ー
ス

の
被
害
 

 

 

写
真

14
 
護
岸
の
被
害
 

 4
.4

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

地
域

の
火

災
 

写
真

15
に
示

す
仙

台
地

区
の
コ

ン
ビ

ナ
ー
ト

で
は
ほ

ぼ
一
区
画
を
焼
損
す
る
火
災
が
発

生
し
て
い
る
。
写
真

16

は
火
災

が
発

生
し
た

ガ
ソ

リ
ン

タ
ン

ク
で
あ

る
。

当
該

タ

ン
ク
は
、
写
真

17
に

示
す
よ
う
に
火
災
の
影
響
で
倒
壊
し

て
い
る
。
写
真

18
に

示
す
よ
う
に
防
油
堤
や
タ
ン
ク
基
礎

の
周
辺
は
津
波
で
洗
掘
さ
れ
て
い

る
。
写
真

19
に
は
ガ
ソ

リ
ン
タ

ン
ク

の
底
板

と
側

板
と

の
溶

接
接
合

部
が

破
断

し

た
状
況
を
示
す
。
ま
た
、
写
真

20
に

示
す
よ
う
に
タ

ン
ク

が
倒
壊
し
、
流
出
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

が
広
が
っ
て
い

る
。
 

な
お
、
写
真

20
奥
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ
ン
ク

は
津
波
来

襲
後
に
傾
斜
し
た
も
の
で
あ
る
。
写
真

17
の
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
に

つ
い

て
も
同

様
に

津
波

後
に

傾
斜
し

た
も

の
と

思

わ
れ
る
。
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5

 

写
真

15
 火

災
が
発
生
し
た
区
域
の
全
景
 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
提
供

）
  

写
真

16
ガ

ソ
リ

ン
タ

ン
ク

火
災

（
矢

印
部

）
 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
提
供

）
 

 

 
写
真

17
 焼

損
し

た
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
 

 

 
写
真

18
タ
ン
ク
基
礎
は
人
が
隠
れ
る
ほ
ど
流
出
 

 

 
写
真

19
 
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
破
断
部

 

 

 
写
真

20
 

倒
壊
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ
ン
ク
 

 
写
真

20
に
示

す
倒
壊
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ

ン
ク
の

屋
根
は
、
写
真

21
に
示
す
よ
う
に

11
6m

離
れ
た
ガ
ス
出

荷
場
の
柱
に
衝
突
し
て
止
ま
っ
て

い
た
。

 
 

 
6

 

写
真

21
 柱

に
衝

突
し
た
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
タ
ン
ク

の
屋
根
 

  
写
真

22
は
配
管
で
火
災
が
発
生

し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。

火
災
は
ほ
ぼ

5
日
間
継
続
し
た
。
写
真

23
は
硫
黄

タ
ン
ク

の
火
災

の
状
況

で
あ

る
。

タ
ン

ク
周

辺
に

漏
洩
し

た
溶

融

硫
黄
が

固
ま
っ

て
い

る
の

が
見

て
取

れ
る

。
硫
黄

タ
ン

ク

の
底
板
が
破
断
し
た
状
況
を
写
真

24
に
示
す

。
側

板
と
底

板
の
溶

接
止
端

部
か

ら
底

板
の

板
厚

方
向

に
亀
裂

が
貫

通

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

 

 

写
真

22
 配

管
で

の
火
災

 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
提
供

）
 

 

 

写
真

23
 硫

黄
タ

ン
ク

の
火

災
 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防

本
部
提
供
）

 

 

 

写
真

24
 硫

黄
タ

ン
ク

の
底

板
の

破
断

部
 

 

 

写
真

25
 消

失
し

た
ポ

ン
プ

室
 

 

当
該
区

画
で

発
生

し
た

火
災

は
川

を
は
さ

ん
だ

対
岸

の

区
画
ま

で
類

焼
し
た

。
詳

細
は

不
明

で
あ
る

が
タ

ン
ク

か

ら
漏
洩

し
た

ア
ス
フ

ァ
ル

ト
に

着
火

し
た
も

の
が

川
に

浮

か
ん
で
お
り
、
写
真

25
に
示
す
対
岸
の
ポ
ン
プ
室
ま
で
類
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7

焼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 4
.5

ガ
ス

タ
ン

ク
の

火
災

 

写
真

26
に
示

す
よ

う
に

多
数

の
ガ
ス

タ
ン

ク
が

爆
発

す
る
火

災
が
東

京
湾

岸
の

市
原

で
発

生
し

、
鎮
火

ま
で

か

な
り
の

時
間
を

有
し

た
。

爆
発

の
際

に
発

生
し
た

フ
ァ

イ

ヤ
ー
ボ
ー
ル
を
写
真

27
に
示
す
。
ま

た
、
飛
散
し
た
ガ

ス

タ
ン
ク
の
破
片
を
写
真

28
に
示
す

。
爆

発
し
た
際
に
ガ

ス

タ
ン
ク
の
破
片
が
飛
散
し
た
た
め
、
写
真

29
の
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
タ
ン
ク
も
損
傷
し
て
い
る
。
 

 

 
写
真

26
 
ガ
ス
タ
ン
ク
の
支
柱

が
座
屈
し
配
管
が
損
傷
 

 

 
写

真
27

 
ガ
ス
タ
ン
ク
の
爆
発
に
伴
い
発
生
し
た

 

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ボ
ー
ル
（
推
定
直
径
は

60
0-

75
0m

）
 

 

 
写
真

28
 
飛
散
し
た
ガ

ス
タ
ン
ク
の
破

片
 

 

 
写
真

29
隣
接

区
画
の
ア
ス

フ
ァ

ル
ト
タ
ン
ク
の

側
板
が

損
傷
 

  
写
真

31
は
噴

破
し

た
ガ

ス
タ
ン

ク
を

示
し

た
も

の
で

あ
り
、
矢
印
部
で
ガ
ス
タ
ン
ク
の
球
殻

が
開
口
し
て
お

り
、

火
災
時
に
は
当
該
開
口
部
か
ら
炎

が
噴
出
し
て
い

た
。

 
 

 
写
真

30
噴
破

し
た
ガ
ス
タ

ン
ク

（
矢
印
の
箇
所

が
開
口

部
）

 

 
8

 4
.6

液
状

化
の

被
害

 

太
平

洋
岸
の

い
わ

き
で

は
短
周

期
地

震
動

に
よ

る
液

状

化
の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
写

真
31

に
示
す
よ

う
に
タ

ン
ク
沈

下
で
バ

ル
ブ

の
下

部
が

基
礎

に
接

触
し
て

い
る

。

写
真

32
に

示
す

よ
う

に
タ
ン

ク
付

近
の

液
状

化
も
発

生

し
て
い
る
。
写
真

33
は
タ
ン
ク
付
近
が
液
状
化
し
、
タ
ン

ク
が
沈

下
し

、
基
礎

が
著

し
く

変
形

し
た

状
況
を

示
し

た

も
の
で
あ
る
。
写
真

34
は
タ
ン
ク

周
辺
の
地
盤
に

亀
裂
が

生
じ
た

状
況
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

、
軽

度
な
側

方
流

動

と
思
わ
れ
る
。

 

ま
た
、
鹿
島

地
区
で
は
、
写
真

35
に
示
す
よ
う

に
液
状

化
に
よ

り
、
防

油
堤

が
沈

下
、

傾
斜

し
て

い
る
。

沈
下

、

傾
斜
し

た
防
油

堤
の

目
地

部
に

ゴ
ム

シ
ー

ト
が
取

り
付

け

ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
写

真
36

に
示
す
よ

う
に
ゴ

ム
シ
ー

ト
が
破

断
せ

ず
に

防
油

堤
の

機
能

を
有
し

て
い

る

部
分
も
あ
れ
ば
、
写
真

37
に
示
す

よ
う
に
ゴ
ム
シ

ー
ト
が

破
断
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

 

 

 
写
真

31
 
タ
ン
ク

沈
下
で
バ
ル
ブ

の
下
部
が
基
礎

に
接
触
 

 

 

写
真

32
 
タ
ン
ク
付
近
が
液
状

化
、
タ
ン
ク
が
沈
下
 

 

 

写
真

33
 
タ
ン
ク
沈
下
、
基
礎

の
変
形

 

 

 

写
真

34
 
周

辺
地
盤
の
状
況
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9

 
写
真

35
 
液
状
化
に
よ
り
沈
下

・
傾
斜

し
た
防
油
堤
 

 

 

写
真

36
 
防
油
堤
の
破
断
状
況
（
ゴ
ム
シ
ー
ト
は
破
断
し

て
い
な
い
。
）

 

 

 
写

真
37

 
防
油
堤
の
破
断
状
況
（
ゴ
ム
シ
ー
ト
が
破
断
し
、

大
き
く
開
口
。
）

 

 4
.7

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

被
害

 

 
ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
の

被
害

は
日

本
海

側
、

東
京
湾

岸
で

顕

著
に
見
ら
れ
た
。
写
真

38
は
日
本
海
側
の
新
潟
、
新
発
田

に
お
い

て
デ

ッ
キ
上

に
油

が
溢

流
し

た
状

況
の
一

例
を

示

し
た
も

の
で

あ
る
。

側
板

に
は

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
に

よ
り

付

着
し
た
油
痕
が
残
っ
て
い
る
。
 

 
写
真

39
に
示
す
浮
き

屋
根
で
は
、
当
該
ポ

ン
ツ
ー
ン
を

含
め

3
室
で
破
損
が

発
生
し
て
い
た
。
な
お
、
当
該
タ
ン

ク
で
推

定
さ
れ

る
ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
波

高
は
約

1.
9m

で
あ

る
。

 

 

 
写
真

38
 
ス

ロ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
る
デ
ッ
キ
へ

の
溢
流
 

 

 
写
真

39
ポ
ン

ツ
ー
ン
内
へ
の
原
油
の
滞
油
 

 
 
東
京
湾
岸
の
川
崎
で
は
、
写
真

40
に
示
す
よ
う
に
、
浮

き
屋
根

が
沈

没
し
て

お
り

、
傾

斜
し

た
状
態

で
止

ま
っ

て

い
る
。
当
該
浮
き
屋
根
は
、
写
真

41
に
示
す
よ
う
に

浮
き

屋
根
の

ア
ウ

タ
ー
リ

ム
下

部
付

近
の

溶
接
線

近
傍

で
破

断

し
て
い
る
。

 

 
写
真

42
は
ポ
ン
ツ
ー

ン
4
室
が
破
損
し
、
油
が
流
入
し

た
軽
油
タ
ン
ク
の
浮
き
屋
根
で
あ

る
。
う

ち
2
室
に
つ
い

て
は
写

真
中

矢
印
で

示
し

て
い

る
。

当
該
浮

き
屋

根
の

ポ

ン
ツ
ー
ン
の
破
断
は
、
写
真

43
に
示
す
よ
う
に
ア
ウ
タ
ー

リ
ム
と

ロ
ー

ア
ー
デ

ッ
キ

の
溶

接
線

近
傍

で
発
生

し
て

い

る
。
他
の
タ
ン
ク
で
は
写
真

44
に

示
す
よ
う
に
、
ポ

ン
ツ

ー
ン
と
デ
ッ
キ
と
の
溶
接
線
が

20
cm

に
わ
た
り
破
断
し

た
鋼
製
の
内
部
浮
き
蓋
も
見
ら
れ

る
。

 

 
10

 

 
写
真

40
 
浮
き
屋
根
の
沈
没
 

 

 

写
真

41
 
浮
き
屋
根
下
部
の
破
断
状
況

 

 

 

写
真

42
 
ポ
ン
ツ
ー
ン

4
室
が
破

損
し
油
が
流
入

し
た
軽

油
タ
ン
ク
の
浮
き
屋
根

 

 

 

写
真

43
 
ポ
ン
ツ

ー
ン
の
破
断
部
（

ア
ウ
タ
ー
リ
ム

と
ロ

ー
ア
ー
デ
ッ
キ
の
溶
接
線
近
傍
）

 

 

 

写
真

44
 

ポ
ン

ツ
ー

ン
と

デ
ッ

キ
と

の
溶

接
線

の
割

れ

（
長
さ
約

20
cm

）
亀
裂
は
デ
ッ
キ
板
を
貫
通
し
て
い
る

 

 

日
本

海
側

の
酒

田
に

お
い

て
は

、
写
真

45
、

写
真

46

に
示
す

よ
う

に
ア
ル

ミ
製

の
内

部
浮

き
蓋

が
大
破

し
て

い

る
。
当
該
破
断
部
は
溶
接
接
合
部
で
は

無
い
部
分
で
あ

る
。

ま
た
、

浮
力

を
発
生

さ
せ

る
フ

ロ
ー

ト
チ
ュ

ー
ブ

も
写

真

47
、
写
真

48
9
に
示

す
よ
う
に
大
破
し
て
い
る
。
今
回
の

地
震
に
お
け
る
当
該
タ
ン
ク
（
ス

ロ
ッ
シ
ン
グ

1
次
固
有

周
期
は

4.
19

s）
の

速
度
応
答
は
約

20
0c

m
/s
で
あ

り
、
解

析
に
よ
る
と
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
最
大

波
高
は

20
2c

m
、
浮
き

蓋
の
傾
斜
角
と
し
て
は

15
度
と
な
る
。

 

 
写
真

49
、
写
真

50
に
示
す
よ
う
に
デ
ッ
キ
ス
キ
ン
を

押
さ
え

る
た

め
の
ク

ラ
ン

プ
ビ

ー
ム

（
ア
ル

ミ
製

）
も

破

断
し
て
い
る
。

 

 

チ
ュ
ー
ブ

シ
ー

ル
 

破
断
部
 

ア
ウ
タ
ー

リ
ム
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写
真

45
 
大
破
し
た
ア
ル
ミ
製

の
内
部
浮
き
蓋
 

 

 
写

真
46

 
破
断
し
た
デ
ッ
キ
ス
キ
ン
、
フ
ロ
ー
ト
チ
ュ
ー

ブ
 

 

 

写
真

47
 

破
断
し
た

フ
ロ
ー
ト
チ
ュ
ー
ブ（

直
径

25
.4

cm
、

長
さ

6.
70

56
m
）

 

 

 
写
真

48
 
破
断
し

た
フ
ロ
ー
ト
チ

ュ
ー
ブ

2 

 

 
写
真

49
 
破
断
し

た
ク
ラ
ン
プ
ビ

ー
ム

 

 

 
写
真

50
 
破
断
ク

ラ
ン
プ
ビ
ー
ム

先
端
部
拡
大
 

 4
.8

そ
の

他
の

被
害

 

 
久
慈
で
は
写
真

51
に
示
す
岩
盤
タ
ン
ク
が
あ
る
が
、
地

震
後
に

地
下

ト
ン
ネ

ル
へ

の
入

口
の

扉
を
閉

め
た

た
め

、

津
波
に

よ
る

被
害
は

受
け

て
い

な
い

。
し
か

し
な

が
ら

、

写
真

52
に

示
す

よ
う

に
地

上
施
設

は
津

波
に

よ
り

ほ
ぼ

全
壊
し
て
い
る
。
写
真

53
に
保
温

材
が
剥
離
し
、
側

板
が

座
屈
し
た
タ
ン
ク
を
示
す
。

 

 
12

 

 
写

真
51

 
岩
盤
タ
ン
ク
の
地
下
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
 

 

 
写

真
52

 
地
上
施
設
の
損
傷
状
況

 

 

 
写

真
53

 
保
温
材
が
剥
離
、
消
失
し
、
側
板
が
座
屈
し
た

タ
ン
ク

 

 5
．

お
わ

り
に

 

  
危

険
物
施

設
等

が
受

け
た
被

害
と

し
て

、
各

部
位
毎

に

見
る
と

、
タ

ン
ク
本

体
に

つ
い

て
は

地
震

動
に
よ

る
損

傷

は
少
な

い
よ

う
に
見

受
け

ら
れ

る
。

ま
た
、

配
管

に
つ

い

て
は
、

地
震

時
の
停

電
に

よ
り

緊
急

遮
断

弁
及
び

電
動

弁

が
作
動

し
な

か
っ
た

た
め

、
津

波
に

よ
る
配

管
の

破
断

部

か
ら
危
険
物
が
大
量
漏
洩
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、

浮
き
屋

根
に

つ
い
て

は
、

ポ
ン

ツ
ー

ン
が
破

損
し

て
い

る

と
考
え

ら
れ

、
こ
の

破
損

原
因

を
探

り
、

現
行
の

浮
き

屋

根
の
基

準
に

よ
る
補

強
の

有
効

性
を

確
認
す

る
必

要
が

あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
次

に
、

津
波

に
よ

る
被

害
に

つ
い

て
で

あ
る
が

、
津

波

で
タ

ン
ク

が
流

さ
れ
、

底
部
が

大
き

く
破
断

し
て
い

る
。

た
だ

し
、

地
震

時
に
危

険
物
が

貯
蔵

さ
れ

て
い
な
い

空
の

タ
ン

ク
で

も
流

さ
れ
て

い
な
い

タ
ン

ク
も
あ

る
。
ま

た
、

津
波

に
よ

り
タ

ン
ク
や

防
油
堤

の
基

礎
や
地

盤
が
洗

掘
さ

れ
て

お
り

、
タ

ン
ク
の

傾
斜
、

破
損

に
至

る
も
の
も

見
受

け
ら
れ
る

。
 

 
危
険

物
施

設
等
の

被
害

は
甚

大
か

つ
広
範

囲
に

亘
っ

て

お
り
、

未
だ

全
容
が

判
明

し
て

い
な

い
。

今
回
調

査
し

た

内
容
に

つ
い

て
は
調

査
の

視
点

を
踏

ま
え

て
、
今

後
詳

細

な
分
析
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ

る
。

 
 謝
辞
 

現
地

調
査

に
あ

た
っ

て
は

、
所

轄
消

防
本

部
及

び
事

業

所
に

多
大

な
る

ご
協

力
を

い
た

だ
い

た
。
こ

こ
に

記
し

て

謝
意

を
表

す
る

次
第

で
あ

る
。
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                             資料：『消防防災年報』（千葉県）等 

年 月 日 地区 市 町 名 事  業  所  名  等 

54 11／ 8 中部 袖ケ浦町 千葉石油（仮名）（中袖） 

54 11／13 北部 市 川 市 船橋石油㈱市川油槽所（仮名）（東浜地理立地） 

55 9／ 1 
中部 市 原 市 市原石油㈱養老製油所（仮名）（五井南海岸他） 

その他４地区（船橋市、千葉市、袖ケ浦町、君津市）で実施 

56 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

菱油ターミナル㈱市川事業所 

川崎製鉄㈱化学事業部 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

57 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦町 

君 津 市 

日本石油㈱市川油槽所 

神崎製紙㈱所有地（中袖） 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

58 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

千葉港湾事務所用地（五井南海岸） 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

59 

9／ 1 

8／31 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

千 葉 市 

君 津 市 

富士船橋製油㈱船橋工場 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

60 

9／ 2 

8／30 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

富士石油㈱中袖基地 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

61 

9／ 1 

9／ 2 

9／ 3 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

昭和シェル石油㈱市川油槽所 

コスモ石油㈱千葉製油所 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

62 

9／ 3 

9／ 2 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場   キグナス石油㈱市川油槽所 

丸紅石油基地㈱千葉ターミナル 新日本液化ガス株千葉製造所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

63 

9／ 5 

9／ 2 

8／30 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

共同石油㈱船橋油槽所 

住友化学工業㈱千葉工場袖ケ浦地区 

新日鐵化学㈱君津製造所 

元 

8／30 

8／31 

9／ 6 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

三井石油化学工業㈱千葉工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

２ 

8／30 

9／ 4 

9／10 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

キグナス石油㈱市川油槽所 

東京電力㈱千葉火力発電所 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

３ 

8／30 

9／ 3 

9／ 5 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

菱油ターミナル㈱市川事業所 

東京電力㈱袖ケ浦火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

４ 

8／31 

9／ 3 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

市 原 市 

君 津 市 

富士興産㈱船橋基地 

出光興産㈱千葉製油所 

新日鐵化学㈱君津製造所 

５ 

8／31 

8／30 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

日本石油㈱市川油槽所 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

６ 

8／30 

8／31 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

富士石油㈱中袖基地 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

１２ 千葉県石油コンビナート等防災本部主唱訓練の沿革 
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年 月 日 地区 市 町 名 事  業  所  名  等 

７ 

8／29 

8／31 

8／30 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

東京電力㈱五井火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

８ 

8／29 

8／26 

9／ 3 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

千 葉 市 

君 津 市 

㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

９ 

8／26 

8／29 

8／28 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

昭和シェル石油㈱市川油槽所 

旭化成工業㈱千葉工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

10 

9／ 2 

8／27 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場 

日曹化成㈱千葉工場   丸善石油化学㈱千葉工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

11 

9／ 2 

8／10 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

日石三菱㈱千葉油槽所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

12 

9／ 5 

8／29 

8／30 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

ギグナス石油㈱市川油槽所 

住友化学工業㈱千葉工場（袖ケ浦地区） 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

13 

8／29 

8／28 

8／24 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

市 原 市 

君 津 市 

㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

東京電力㈱東火力事業所姉崎火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

14 

9／ 5 

8／21 

8／22 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

新日本石油㈱市川油槽所 

川崎製鐵㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

15 

8／27 

8／20 

8／28 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

16 

8／27 

8／24 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

三井化学㈱市原工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

17 

8／23 

9／ 6 

8／24 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

エヌアイケミカル㈱千葉事業所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所(台風接近のためリハーサルのみ実施) 

18 

8／30 

9／ 7 

8／25 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場 

㈱ＡＤＥＫＡ千葉工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

19 9／ 1 中部 市 原 市 
コスモ石油㈱千葉製油所及び丸善石油化学㈱千葉工場 

（八都県市合同防災訓練の一環として実施） 

20 8／26 北部 船 橋 市 ㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

21 8／26 中部 袖ケ浦市 富士石油㈱中袖基地 

22 8／24 中部 市 原 市 極東石油工業㈱千葉製油所 

24 9／12 南部 君 津 市 新日本製鐵㈱君津製鐵所 

25 8／23 中部 市 原 市 東京電力㈱ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ東火力事業所姉崎火力発電所 

26 8／22 北部 市 川 市 JX日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 

27 8／17 中部 袖ケ浦市 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所千葉工場 

28 8／22 中部 市原市 出光興産㈱千葉製油所 

29 8／9 中部 千葉市 ＪＦＥケミカル㈱東日本製造所千葉工場生浜分工場 

30 11／16 南部 木更津市 新日鐵住金㈱君津製鐵所 

※23年は東日本大震災の発生により中止した。 



平成３１年４月１日現在

第１種事業所（３４） 陸上（７）

第２種事業所（３５） 海上（３）

陸海（１）

0 0 0

0 0※Ⅳ 0

0 0 1 京葉臨海北部地区市川共同防災組織 0

0 0 2 千葉市新港地区共同防災協議会 0
0※Ⅰ 0※Ⅳ 3 JFE千葉地区陸上共同防災組織 0

0 0 4 五井共同防災協議会 0
0 0 5 千種地区共同防災協議会 0

0 0 6 袖ケ浦・姉崎地区共同防災協議会 0

0 0 7 京葉臨海中部地区共同防災協議会 0

可搬式放水銃（基） 0 0 0
大型泡放水砲（基） 0 0 8 市川地区海上共同防災協議会 0
普通泡放水砲（基） 0 0 9 千葉地区海上共同防災組織 0
耐熱服（着） 0 0 10 市原・袖ヶ浦地区海上共同防災協議会 0

空気又は酸素呼吸器（個） 0 0 0

0 0 11 京葉臨海南部地区共同防災組織 0

0 0 0

－ 2 － 5 0 － 7

0 2 0 3 5 0 3 7 0

－ 1 － 1 0 － 2

－ 1 0 － 1 0 － 2 0

大容量泡放水砲 0 0 0

　（基/3万ℓ/min）

ポンプ 0 0 0

　（台/3万ℓ/min）

ホース（ｍ） 0 0 0

0 0 0泡消火薬剤（㎘,１％型） 0 0 72 76 72

6万ℓ

0 2 2

76

注１　備えつけるべき数量欄は，種々の法令の条文（特例，代替，みなし，共同防災組織設置の場合等の規定）を適用した結果，最終的に必要となる数量を記載

6万ℓ

0 2 2
大
容
量
泡
放
射

シ
ス
テ
ム

0 0 6万ℓ 6万ℓ 6万ℓ

0 0 6万ℓ 6万ℓ

0 0 3,180 3,470 3,180 3,470

6万ℓ

油回収船（隻）

※Ⅲ（能力単位）

22,410 35,326

オイルフェンス展張船（隻）

※Ⅱ（能力単位）

オイルフェンス（ｍ） 18,090 31,006 4,320 4,320

51 852

泡消火薬剤(kl)(3％換算) 282.28 643.02 115.56 179.06 397.84 822.08

32 820 19 32 （陸海）

可
搬
式
放
水
銃

等 0 3 3
36 115 19 23 55 138
3 3 0

（海上） 36 326
3 7 9 10 12 17

30 312 6 14

0 1

乙種普通化学消防車（台） 1 1 0 0 1 1

普通高所放水車（台） 0 1 0 0

0 1
小型消防車（台） 2 3 0 0 2 3

普通消防車（台） 0 1 0 0

甲種普通化学消防車（台） 23 20 2 1 25 21

大型化学高所放水車（台） 2 2 5 6

泡原液搬送車（台） 3 3 8 8 11 11

7 8

6 13

大型高所放水車（台） 1 2 4 3 （陸上）

大型化学消防車（台） 2 9 4 4

5 5

防災資機材等

不
　
足
　
数

１３　石油コンビナート防災体制に係る自衛防災組織及び共同防災組織の現況

 区分 自衛防災組織（県計） 共同防災組織（県計）

事
業
所
種
別

備
え
つ
け
る
べ
き

数

量

備
え
つ
け
て
い
る

数

量

事
業
所
種
別

備

え

つ

け

る

べ

き

数

量

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数

合計

備

え

つ

け

る

べ

き

数

量

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数

※Ⅰ

必要数との差は，大型化学消防車及

び大型化学高所放水車で代替

※Ⅱ

オイルフェンス展張船の「能力単位」と

は，１隻以上のオイルフェンス展張船で

所要のオイルフェンスを１時間以内に展

張する能力を表す単位

※Ⅲ

油回収船の「能力単位」とは，１隻以上

の油回収船で，施設省令２３条の２各号

に示す石油の回収能力を表す単位

-
2
4
8

-

※Ⅳ

必要数との差は、大型化学高所消防車

で代替



連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（１）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 市川共同防災(株) 市川防災センター

泡原液搬送車 市川共同防災(株) 市川防災センター

可搬式放水銃 市川共同防災(株) 市川防災センター

大型泡放水砲 市川共同防災(株) 市川防災センター

耐熱服 市川共同防災(株) 市川防災センター

空気呼吸器等 市川共同防災(株) 市川防災センター

泡消火薬剤 市川共同防災(株) 市川防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 6

現有 13

総数 58

 区分 京葉臨海北部地区市川共同防災組織

代表事業所 ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所

事務局所在地 市川市高谷新町１０番地（市川共同防災センター内）

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

市川共同防災(株)

市川市高谷新町１０番地

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 1 1

大型化学高所放水車（台） 1 1

甲種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

可
搬
式
放
水
銃
等

1 1

0 0

0 0

1 1

1 2

55.54 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５３年７月１日

オイルフェンス展張船
（隻） 0 0

油回収船（隻） 0 0

オイルフェンス（ｍ） 0 0

泡消火薬剤（kl） 11.16

-
2
4
9
 
-

1 ＪＸＴＧエネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）

5 (株)市川アストモスターミナル （１）

6 東洋合成工業(株)市川工場 （２）

7 日触テクノファインケミカル(株) (他)



連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

耐熱服
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

空気呼吸器等
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

可搬式放水銃
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

普通泡放水砲
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

泡消火薬剤
JFEスチール(株)東日本製
鉄所

JFE東日本ジーエス消防車庫

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 8

現有 8

総数 59

11.16 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

オイルフェンス展張船
（隻） 0 0

油回収船（隻） 0 0

オイルフェンス（ｍ） 0 0

泡消火薬剤（kl） 11.16

可
搬
式
放
水
銃
等

1 1

1 1

0 0

2 2

2 7

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

大型化学高所放水車（台） 1 1

甲種普通化学消防車（台） 0 0

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 0 0

JFE東日本ジーエス(株)セキュリティ事業部

千葉市中央区川崎町1番地

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

 区分 　ＪＦＥ千葉地区陸上共同防災組織

代表事業所 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）

事務局所在地 千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）内）

-
2
5
0
 
-

1 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１-ﾚ）

2 JFEスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区） （１-ﾚ）

3 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場 （１）

4 JFEスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）生浜工場 （２）



連絡先 ０４３－２４７－４６８１

第１種事業所（２） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（１）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

泡原液搬送車 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

耐熱服 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

空気呼吸器等 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

大型泡放水砲 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 5

現有 5

総数 46

石油防災(株)

東京都江東区冬木１４番５号

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

0

0

防災要員

1

11.16

0

 1　丸紅エネックス(株)千葉ターミナル　　　　　　　　　　　　　 （１-ﾚ）
 2　エヌアイケミカル(株)千葉事業所   　　　　　　　　　　　　　　（１）
 3　成田国際空港(株)千葉港頭石油ターミナル　　　　　　 　　　　　（他）1

0

1

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

11.16

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

オイルフェンス展張船
（隻）

　千葉市新港地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　丸紅エネックス(株)千葉ターミナル

　千葉市美浜区新港２３１番地（新港地区共同防災センター）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備
え
つ
け

る

べ

き

2

0

0

0

2

0

1

0

数

量

-
2
5
1
 
-



連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（９） 委託先

第２種事業所（８） 委託先住所

その他事業所（６）

資機材 所有者 設置場所

大型化学（２） 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

大型高所 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡原液搬送車 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

可搬式放水銃 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

耐熱服 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

空気呼吸器等 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡消火薬剤

大型化学（１） 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

可搬式放水銃（基） 大型高所 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

大型泡放水砲（基） 泡原液搬送車 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 22

現有 22

総数 275

 区分 　五井共同防災協議会

代表事業所 　日本曹達(株)千葉工場

事務局所在地 　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

大型化学消防車（台） 2 3 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別
防災資機材等

資機材の所有者及び設置場所

大型高所放水車（台） 2 2

泡原液搬送車（台） 2 2

大型化学高所放水車（台） 0 0

甲種普通化学消防車（台） 1 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

可
搬
式
放
水
銃
等

1 9

2 2

0 0

3 6

3 9

34.70 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

オイルフェンス展張船
（隻）

0 0

油回収船（隻） 0 0

オイルフェンス（ｍ） 0 0

泡消火薬剤（kl） 29.88

-
2
5
2
 
-

1 丸善石油化学(株)千葉工場 （１-ﾚ）

2 KHネオケム(株)千葉工場 （１-ﾚ）

3 デンカ(株)千葉工場 （１-ﾚ）

4 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１-ﾚ）

5 日本曹達(株)千葉工場 （１-ﾚ）

6 ＡＧＣ(株)千葉工場 （１-ﾚ）

7 宇部興産(株)千葉石油化学工場 （１-ﾚ）

8 (株)千葉サンソセンター五井工場 （１-ﾚ）

9 コスモ石油(株)千葉製油所 （１-ﾚ）

10 (株)ＭＯＲＥＳＣＯ千葉工場 （２）

11 日曹金属化学(株)千葉工場 （２）

12 宇部マテリアルズ(株)千葉工場 （２）

13 日産化学(株)袖ケ浦工場五井製造所 （２）

14 エチレンケミカル(株) （２）

15 岩谷瓦斯(株)千葉工場 （２）

16 日新理化(株)本社工場 （２）

17 日立化成(株)五井事業所 （２）

18 (株)ＪＥＲＡ五井火力発電所 （他）

19 第三化成(株)五井工場 （他）

20 京葉モノマー(株) （他）

21 (株)鈴木商館生産部千葉工場 （他）

22 アヅマ(株)化学品事業部東・南工場 （他）

23 五井化成(株) （他）



連絡先 ０４３６－６２－３２２３

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（３） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所
ＪＸＴＧエネルギー
（株）

ＪＸＴＧエネルギー（株）石油防災センター

泡原液搬送車
ＪＸＴＧエネルギー
（株）

ＪＸＴＧエネルギー（株）石油防災センター

大型化学高所 三井化学(株) 三井化学防災センター

泡原液搬送車 三井化学(株) 三井化学防災センター

可搬式放水銃
ＪＸＴＧエネルギー
（株）、三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

大型泡放水砲
ＪＸＴＧエネルギー
（株）、三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

耐熱服
ＪＸＴＧエネルギー
（株）、三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

空気呼吸器等
ＪＸＴＧエネルギー
（株）、三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

可搬式放水銃（基） 泡消火薬剤
ＪＸＴＧエネルギー
（株）、三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 14

現有 14

総数 91

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

5

0

0

0

4

2

0

備　　考

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

2

0

0

0

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

2

22.32

0

オイルフェンス展張船
（隻）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

　千種地区共同防災協議会

油回収船（隻）

23.40

0

0

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

4

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

0

0

数

量

大型化学消防車（台）

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備
え
つ
け

る

べ

き

2

0

0

 区分

1　ＪＳＲ(株)千葉工場　　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）
2　三井化学(株)市原工場　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）
3　ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所　　　　（１-ﾚ）
4　東レ・ファインケミカル(株)千葉事業所　　　　（２）
5　ダウ・東レ(株)千葉工場　　　　　　　　　　　（２）
6　東レ(株)千葉工場　　　　　　　　　　　　　　（２）

0

2

代表事業所

事務局所在地

　三井化学（株）市原工場

　市原市千種海岸３(三井化学(株)市原工場内）

0

0

0

0

0

防災要員

2

0

0

2

2

2

-
2
5
3
 
-



連絡先 0438-63-7012

第１種事業所（８） 委託先

第２種事業所（１１） 委託先住所

その他事業所（７）

資機材 所有者 設置場所

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 14

現有 13

総数 105

 区分

大型化学高所放水車
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

大型化学
大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

甲種普通化学消防車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

5

　袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　富士石油(株)袖ケ浦製油所

袖ケ浦北袖１（富士石油(株)袖ケ浦製油所内）

4

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス展 張船
（隻）

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

設立年月日：　　昭和５３年４月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

0

備　　考

0

2

油回収船（隻）

0

0

5

0

0

0

0

29.88 防災要員

2

0

1

0

0

0

3

0

29.88

富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター

住化袖センター
住化袖センター
住化袖センター
住化袖センター
住化袖センター
住化袖センター

住化姉センター
住化姉センター
住化姉センター
住化姉センター

0

0

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

数

量

1

1

2

富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)

住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)

住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)

0

2

2

1

4

1

-
25

4 
-

1 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１-ﾚ）

2 (株)ＪＥＲＡ姉崎火力発電所 （２）

3 日本板硝子(株)千葉事業所 （２）

4 旭化成(株)製造統括本部川崎製造所千葉工場 （１-ﾚ）

5 (株)千葉サンソセンター袖ケ浦工場 （１-ﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場(袖ケ浦地区） （１-ﾚ）

7 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１-ﾚ）

8 富士石油(株)中袖基地 （１）

9 ＪＸＴＧエネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

10 東京酸素窒素(株)本社工場 （１）

11 東京ガス(株)袖ケ浦LNG基地 （２）

12 日鉄エポキシ製造(株)千葉工場 （２）

13 日本燐酸(株) （２）

14 東邦化学工業(株)千葉工場 （２）

15 広栄化学工業(株)千葉工場 （２）

16 (株)ＡＤＥＫＡ千葉工場 （２）

17 日本アルコール産業千葉工場袖ケ浦作業所 （２）

18 （株）ＪＥＲＡ袖ケ浦火力発電所 （２）

19 （株)荏原製作所袖ケ浦事業所 （他）

20 日本メジフィジックス(株)SPECT事業部千葉工場 （他）

21 エア・ウォーター・ハイドロ(株)袖ケ浦工場 （他）

22 吉野石膏(株)千葉第一工場 （他）

23 片倉コープアグリ(株)関越支店千葉事業所・千葉工場 （他）

24 エコシステム千葉（株） （２）

25 瀝青化学（株）袖ケ浦事業所 （他）

26 日産化学（株）袖ケ浦工場 （他）



連絡先 ０４３８－６３－７０４２

第１種事業所（６） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

大容量泡砲水砲 資機材 所有者 設置場所

　　（基/3万ℓ/min）

ポンプ

　　（台/3万ℓ/min）

混合装置（台）

ホース（ｍ）

法定 25

現有 39

総数 124

2

1

6万ℓ

2

事

業

所

種

別

構成事業所

資機材の所有者及び設置場所

備
え
つ
け

て

い

る

6万ℓ

防災要員

－

3180

4

4

リース
リース
リース
リース
リース
リース

リース

大容量泡砲水砲
ポンプ
混合装置
ホース
耐熱服
空気又は酸素呼吸
器
泡消火薬剤

富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地

富士石油（株）中袖基地

76

3470

設立年月日：　　平成１９年７月４日

4

6万ℓ

 1　出光興産(株)千葉事業所　　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）
 2　富士石油(株)袖ケ浦製油所　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）
 3　富士石油(株)中袖基地　　　　　　　　　　　　　（１）
 4　コスモ石油(株)千葉製油所　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）
 5　ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所　　　　　　（１-ﾚ）
 6　丸善石油化学(株)千葉工場　　　　　　　　　　　（１-ﾚ）

 区分

大
容
量
泡
砲
水
砲
等

6万ℓ

備
え
つ
け

る

べ

き

72

　京葉臨海中部地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　富士石油（株）袖ケ浦製油所

　袖ケ浦市北袖１番地（富士石油（株）袖ケ浦製油所　保安管理センター内）

防災資機材等

数

量

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

泡消火薬剤（kl）

4

数

量

-
2
5
5
 
-



連絡先 ０４３９－５０－２０３８

第１種事業所（１） 委託先

第２種事業所（２） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災 君津製鉄所防災センター

泡原液搬送車 共同防災 君津製鉄所防災センター

耐熱服 共同防災 君津製鉄所防災センター

空気呼吸器等 共同防災 君津製鉄所防災センター

泡消火薬剤 共同防災 君津製鉄所防災センター

オイルフェンス 共同防災 西岸壁

展張船 日鉄物流君津（株） 西岸壁

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 11

現有 11

総数 22

0

0

0

数

量

0

0

数

量

陸上：日鉄ビジネスサービス千葉（株）
海上：日鉄物流君津（株）

君津市君津１番地

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

備
え
つ
け

て

い

る

1

防災要員

1

11.16

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

12.32

540

1

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 540

1

0

0

オイルフェンス展張船
（隻）

1

　京葉臨海南部地区共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

　日本製鉄(株)君津製鉄所

　君津市君津１番地（日本製鉄(株)君津製鉄所内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備
え
つ
け

る

べ

き

1

0

0

0

1

0

-
2
5
6
 
-

1 東洋スチレン(株)君津工場 （２）

2 君津共同火力(株)君津共同発電所 （２）

3 日本製鉄(株)君津製鉄所 （１-ﾚ）



連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（４） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレー
ション

船橋港１号物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレー
ション

大東防災３号内

泡消火薬剤
(株)ダイトーコーポレー
ション

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

 区分 　市川地区海上共同防災協議会

代表事業所 ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所

事務局所在地 　市川市高谷新町１０番地（市川共同防災センター内）

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 0 0

大型化学高所放水車（台） 0 0

甲種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

可
搬
式
放
水
銃
等

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0.3 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５３年７月１２日

オイルフェンス展張船
（隻） 1 1

油回収船（隻） 0 0

オイルフェンス（ｍ） 810 810

泡消火薬剤（kl） 0

-
2
5
7
 
-

1 ＪＸＴＧエネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）



連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレー
ション

寒川船溜

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレー
ション

大東防災２号積載

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

0 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

オイルフェンス展張船
（隻） 1 1

油回収船（隻） 0 0

オイルフェンス（ｍ） 810 810

泡消火薬剤（kl） 0

可
搬
式
放
水
銃
等

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

大型化学高所放水車（台） 0 0

甲種普通化学消防車（台） 0 0

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 0 0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

 区分 　千葉地区海上共同防災組織

代表事業所 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）

事務局所在地 千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）内）

-
2
5
8
 
-

1 丸紅エネックス（株）千葉ターミナル （１-ﾚ）

2 ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１-ﾚ）

3 ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区） （１-ﾚ）

4 ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場 （１）

5 エヌアイケミカル（株）千葉事業所 （１）

6 （株）JERA千葉火力発電所 （２）



連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（１８） 委託先

第２種事業所（２） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレー
ション

県営市原埠頭五井物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレー
ション

大東防災１号積載

展張船 京葉シーバース(株)
京葉シーバース又は北袖防災基
地

オイルフェンス 京葉シーバース(株) 五葉丸内

油回収船 京葉シーバース(株)
京葉シーバース又は北袖防災基
地

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 12

現有 14

総数 21

 区分 　市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会

代表事業所 　コスモ石油(株)千葉製油所

事務局所在地 　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備
え
つ
け

る

べ

き

数

量

備
え
つ
け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店
京葉シーバース（株）

千葉市中央区中央港１－９－５
袖ケ浦市長浦拓１号１番

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 0 0

大型化学高所放水車（台） 0 0

甲種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

可
搬
式
放
水
銃
等

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 防災要員

備　　考 設立年月日：　　昭和５４年３月３０日

オイルフェンス展張船
（隻） 0 2

油回収船（隻） 0 1

オイルフェンス（ｍ） 2,160 2,160

泡消火薬剤（kl） 0

-
2
5
9
 
-

1 ＤＩＣ(株)千葉工場 （１-ﾚ）

2 コスモ石油(株)千葉製油所 （１-ﾚ）

3 ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所 （１-ﾚ）

4 丸善石油化学(株)千葉工場 （１-ﾚ）

5 三井化学(株)市原工場 （１-ﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１-ﾚ）

7 KHネオケム(株)千葉工場 （１-ﾚ）

8 デンカ(株)千葉工場 （１-ﾚ）

9 出光興産(株)千葉事業所 （１-ﾚ）

10 日本曹達(株)千葉工場 （１-ﾚ）

11 ＡＧＣ(株)千葉工場 （１-ﾚ）

12 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１-ﾚ）

13 ティー・エム・ターミナル(株)市原事業所 （１）

14 (株)ＪＥＲＡ姉崎火力発電所 （２）

15 旭化成(株)製造統括本部川崎製造所千葉工場 （１-ﾚ）

16 住友化学(株)千葉工場（袖ケ浦地区） （１-ﾚ）

17 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１-ﾚ）

18 富士石油(株)中袖基地 （１）

19 ＪＸＴＧエネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

20 (株)ＪＥＲＡ袖ケ浦火力発電所 （２）
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１４ 防災関係機関一覧表 

（１）行政機関及びその出先機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

関東管区警察局 

関東管区警察局千葉県情報通信部 

経済産業省商務流通保安  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ高圧ガス保安室 

関東東北産業保安監督部 

関東経済産業局 

東京航空局成田空港事務所 

関東地方整備局 

千葉国道事務所 

千葉港湾事務所 

千葉海上保安部 

 

木更津海上保安署 

 

銚子海上保安部 

 

勝浦海上保安署 

 

銚子地方気象台 

 

千葉労働局 

 

千葉労働基準監督署 

 

船橋労働基準監督署 

木更津労働基準監督署 

 

消防庁特殊災害室 

 

消防庁防災課 

330-9726 

260-8668 

100-8986 

 

330-9715 

〃 

282-8602 

330-9724 

263-0016 

260-0024 

260-0024 

 

292-0836 

 

288-0001 

 

299-5233 

 

288-0001 

 

260-8612 

 

260-8612 

 

273-0022 

292-0831 

 

100-8927 

 

〃 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市中央区長洲1-9-1 

東京都千代田区霞が関1-3-1 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 

     〃 

成田市古込字込前133 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市稲毛区天台5-27-1 

千葉市中央区中央港1-11-2 

千葉市中央区中央港1-12-2 

   千葉港湾合同庁舎 

木更津市新港8-2 

   木更津港湾合同庁舎 

銚子市川口町2-6431 

 

勝浦市浜勝浦499 

 

銚子市川口町2-6431 

   銚子港湾合同庁舎 

千葉市中央区中央4-11-1 

   千葉第２地方合同庁舎 

千葉市中央区中央4-11-1 

   千葉第２地方合同庁舎 

船橋市海神町2-3-13 

木更津市富士見2-4-14 

   木更津地方合同庁舎 

東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 

 

     〃 

048(600)6000 

043(201)0110 ㈹ 

03(3501)1706 

 

048(600)0294 

048(600)0213 

0476(32)0909 

048(601)3151 

043(287)0311 

043(243)9172 

043(242)7238 

043(242)7253(FAX) 

0438(30)0118 

0438(30)0120(FAX) 

0479(22)1359 

0479(22)1467(FAX) 

0470(73)3999 

0470(72)4999(FAX) 

0479(23)7705 

 

043(221)4312 

 

043(308)0672 

 

047(431)0196 

0438(22)6165 

 

03(5253)7528 

03(5253)7538 (FAX) 

03(5253)7525 
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（２）公共機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

東日本高速道路㈱千葉管理事務所 

東日本電信電話㈱ 

 

日本赤十字社千葉県支部 

(公社)千葉県医師会 

日本放送協会千葉放送局 

日本通運㈱千葉支店 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱千葉総支店 

京葉臨海鉄道㈱（管理部） 

小湊鉄道㈱ 

東京ガス㈱千葉導管ネットワ

ークセンター 

京葉瓦斯㈱ 

(一社)千葉県トラック協会 

260-8551 

263-0001 

261-0023 

 

260-8509 

260-0026 

260-8610 

260-0834 

260-8635 

260-0024 

290-0054 

260-0831 

 

272-8580 

261-0002 

千葉市中央区新千葉1-3-24 

千葉市稲毛区長沼原町177 

千葉市美浜区中瀬1-6 

   ＮＴＴ幕張ビル８Ｆ 

千葉市中央区千葉港5-7 

千葉市中央区千葉港4-1 

千葉市中央区千葉港5-1 

千葉市中央区今井1-14-22 

千葉市中央区富士見2-9-5 

千葉市中央区中央港1-2-21 

市原市五井中央東1-1-2 

千葉市中央区港町20-1 

 

市川市市川南2-8-8 

千葉市美浜区新港212-2 

043(225)9215 

043(259)5221 

043(211)8652 

 

043(241)7531 

043(242)4271 

043(203)0593 

043(226)7600 

043(224)3111 

043(302)7011 

0436(21)6771 

043(225)4071 

 

047(323)5283 

043(247)1131 

 

（３）県等の機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

（消防課: 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(総務課) 

(防災政策課) 

(危機管理課) 

(消防課) 

災害対策本部併設時) 

(産業保安課) 

(医療整備課) 

(薬務課) 

(環境政策課) 

(大気保全課) 

(水質保全課) 

(産業振興課) 

(水産局漁業資源課) 

(水産局水産課) 

(港湾課) 

(県土整備政策課) 

260-8667 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

273-8560 

292-8520 

271-0092 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

船橋市本町1-3-1 フェイス７Ｆ 

木更津市貝渕3-13-34 

松戸市松戸558-3 

043(223)2027 

043(223)2174 

043(223)2175 

043(223)2173 

043(223)3430 

043(223)2736 

043(223)3886 

043(223)2618 

043(223)4665 

043(223)3804 

043(223)3816 

043(223)2719 

043(223)3039 

043(223)3051 

043(223)3836 

043(223)3378 

047(424)8281 

0438(23)1111 

047(331)5511 

葛南地域振興事務所 

君津地域振興事務所 

西部防災センター 
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千葉市保健所 

 

船橋市保健所 

市川健康福祉センター 

君津健康福祉センター 

市原健康福祉センター 

千葉土木事務所 

葛南土木事務所 

市原土木事務所 

君津土木事務所 

千葉港湾事務所 

葛南港湾事務所 

木更津港湾事務所 

企業局水道部計画課 

企業局工業用水部施設設備課 

千葉工業用水道事務所 

葛南工業用水道事務所 

君津工業用水道事務所 

企業局土地管理部土地事業調整課 

 

261-8755 

 

273-8506 

272-0023 

292-0832 

290-0056 

260-0023 

273-0012 

290-0067 

292-0833 

260-0024 

273-0012 

292-0833 

262-8512 

〃 

260-0843 

272-0023 

299-1147 

261-8552 

 

千葉市美浜区幸町1-3-9 

   千葉市総合保健医療センター内 

船橋市北本町1-16-55 

市川市南八幡5-11-22 

木更津市新田3-4-34 

市原市五井1309 

千葉市中央区出洲港11-1 

船橋市浜町2-5-1 

市原市八幡海岸通1969 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市中央区中央港1-6-1 

船橋市浜町2-5-1 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市花見川区幕張町5-417-24 

     〃 

千葉市中央区末広3-4-16 

市川市南八幡2-23-1 

君津市人見5-7-31 

千葉市美浜区中瀬1-3 

   幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝＤ棟     

043(238)9920 

 

047(409)3668 

047(377)1101 

0438(22)3743 

0436(21)6391 

043(242)6101 

047(433)2421 

0436(41)1300 

0438(25)5131 

043(246)6201 

047(433)1895 

0438(25)5141 

043(211)8636 

043(307)2407 

043(264)7321 

047(378)4477 

0439(87)8184 

043(296)8134 

 

 

（４）警察 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

警察本部警備部警備課 

警察本部地域部地域課 

警察本部地域部水上警察隊 

千葉中央警察署 

千葉西警察署 

習志野警察署 

船橋警察署 

市川警察署 

行徳警察署 

市原警察署 

木更津警察署 

君津警察署 

富津警察署 

260-8668 

〃 

260-0024 

260-8510 

261-0011 

275-0015 

273-0001 

272-0015 

272-0127 

290-0067 

292-0834 

299-1152 

299-1616 

千葉市中央区長洲1-9-1 

     〃 

千葉市中央区中央港1-6-1 

千葉市中央区中央港1-13-1 

千葉市美浜区真砂2-1-1 

習志野市鷺沼台2-4-1 

船橋市市場4-18-1 

市川市鬼高4-4-1 

市川市塩浜3-10-18 

市原市八幡海岸通1965-17 

木更津市潮見1-1-5 

君津市久保4-1-1 

富津市海良121-1 

043(201)0110㈹ 

   〃 

043(241)1599 

043(244)0110 

043(277)0110 

047(474)0110 

047(435)0110 

047(370)0110 

047(397)0110 

0436(41)0110 

0438(22)0110 

0439(54)0110 

0439(66)0110 
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（５）自衛隊 

駐屯地･基地 (機関名) 郵便番号 所   在   地 電   話 

下志津駐屯地(高射学校) 

習志野駐屯地(第１空挺団) 

松戸駐屯地(需品学校) 

木更津駐屯地(第１ヘリコプター団) 

下総基地(下総教育航空群) 

館山基地(第21航空群) 

264-0021 

274-0077 

270-2288 

292-8510 

277-8661 

294-8501 

千葉市若葉区若松町902 

船橋市薬円台3-20-1 

松戸市五香六実17 

木更津市吾妻地先 

柏市藤ケ谷1614-1 

館山市宮城無番地 

043(422)0221 

047(466)2141 

047(387)2171 

0438(23)3411 

04(7191)2321 

0470(22)3191 

 

（６）市 

機 関 名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉市 

市川市 

木更津市 

市原市 

君津市 

袖ケ浦市 

浦安市 

習志野市 

船橋市 

富津市 

260-8722 

272-8501 

292-8501 

290-8501 

299-1192 

299-0292 

279-8501 

275-8601 

273-8501 

293-8506 

千葉市中央区千葉港1-1 

市川市八幡1-8-1 

木更津市富士見1-2-1 

市原市国分寺台中央1-1-1 

君津市久保2-13-1 

袖ケ浦市坂戸市場1-1 

浦安市猫実1-1-1 

習志野市鷺沼1-1-1 

船橋市湊町2-10-25 

富津市下飯野2443 

危機管理課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

043(245)5151 

047(334)1507 

0438(23)7094 

0436(23)9823 

0439(56)1290 

0438(62)2111 

047(351)1111 

047(453)9211 

047(436)2032 

0439(80)1266 

（７）消防機関 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

千葉市消防局 

 

市川市消防局 

 

市原市消防局 

 

袖ケ浦市消防本部 

木更津市消防本部 

君津市消防本部 

 

浦安市消防本部 

習志野市消防本部 

船橋市消防局 

 

 

富津市消防本部 

260-0854 

 

272-0021 

 

290-0073 

 

299-0261 

292-0834 

299-1163 

 

279-0004 

275-0014 

273-0011 

 

 

293-0006 

千葉市中央区長洲1-2-1 

 

市川市八幡1-8-1 

 

市原市国分寺台中央1-1-1 

 

袖ケ浦市福王台4-10-7 

木更津市潮見2-1 

君津市杢師3-1-25 

 

浦安市猫実1-19-22 

習志野市鷺沼2-1-43 

船橋市湊町2-6-10 

 

 

富津市下飯野2509-1 

警防課 

予防課 

代 表 

指令課 

代 表 

火警防課 

代表（総務課） 

代表（予防課） 

 

 

 

 

代 表 

警防指令課 

予防課 

 

043(202)1653 

043(202)1716 

047(333)2111 

 

0436(23)0119 

0436(22)8119 

0438(64)0119 

0438(22)0119 

0439(53)0119 

0439(53)1905 

047(304)0119 

047(452)1212 

047(435)1111 

047(435)1190 

047(435)1114 

0439(88)0119 

043(202)1654 

043(202)1669 

047(333)8181 

047(335)8181 

 

0436(23)0085 

0438(62)9729 

0438(22)0151 

0439(54)8960 

 

047(355)7733 

047(454)8151 

 

047(435)7878 

047(435)8637 

0439(88)6500 
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（８）近隣関係機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東京都 

茨城県 

神奈川県 

第三管区海上保安本部 

 

 

横浜海上保安部 

東京海上保安部 

東京消防庁 

川崎市消防局 

横浜市安全管理局 

163-8001 

310-8555 

231-8588 

231-8818 

 

 

231-0001 

135-0064 

100-8119 

210-0015 

240-0001 

東京都新宿区西新宿2-8-1 

茨城県水戸市笠原町978-6 

神奈川県横浜市中区日本大通1 

神奈川県横浜市中区北仲通5-57 

 

 

神奈川県横浜市中区新港1-2-1 

東京都江東区青海2-56 

東京都千代田区大手町1-3-5 

神奈川県川崎市川崎区南町20-7 

神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 

03(5321)1111 

029(301)1111 

045(210)1111 

045(211)1118 ㈹ 

045(212)2010(FAX) 

夜間休日(211)0773 

045(671)0118 

03(5564)1118 

03(3212)2111 

044(223)1199 

045(334)6789 

 

（９）災害拠点病院 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

日本医科大学千葉北総病院 

総合病院国保旭中央病院 

千葉県循環器病センター 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

千葉県立佐原病院 

東千葉メディカルセンター 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

社会福祉法人太陽会安房地域医

療センター 

国保直営総合病院君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医

療センター 

270-1694 

289-2511 

290-0512 

260-8677 

261-0012 

〃 

273-8588 

272-8511 

271-8511 

277-8567 

286-8523 

287-0003 

283-8686 

296-8602 

294-0014 

 

292-8535 

299-0111 

279-0021 

276-8524 

印西市鎌苅1715 

旭市イ1326 

市原市鶴舞575 

千葉市中央区亥鼻1-8-1 

千葉市美浜区磯辺3-32-1 

千葉市美浜区磯辺3-31-1 

船橋市金杉1-21-1 

市川市菅野5-11-13 

松戸市上本郷4005 

柏市柏下163-1 

成田市飯田町90-1 

香取市佐原イ2285 

東金市丘山台3-6-2 

鴨川市東町929 

館山市山本1155 

 

木更津市桜井1010 

市原市姉崎3426-3 

浦安市富岡2-1-1 

八千代市大和田新田477-96 

0476(99)1111 

0479(63)8111 

0436(88)3111 

043(222)7171 

043(279)2211 

043(277)7711 

047(438)3321 

047(322)0151 

047(363)2171 

04(7164)1111 

0476(22)2311 

0478(54)1231 

0475(50)1199 

04(7099)2211 

0470(25)5111 

 

0438(36)1071 

0436(62)1211 

047(353)3111 

047(450)6000 

0476(99)1911 

0479(62)5132 

0436(88)3032 

043(226)2480 

043(279)0193 

043(278)7482 

047(438)7795 

047(325)4456 

047(363)2189 

04(7166)9374 

0476(22)1311 

0478(54)4497 

0475(50)1356 

04(7099)1105 

0470(25)5110 

 

0438(36)3867 

0436(62)0098 

047(353)3138 

047(458)7058 
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１５ 石油コンビナート等特別防災区域協議会 

名   称 代 表 会 社 事   務   局 
設立 

年月日 

京葉臨海北部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

ＪＸＴＧエネルギー㈱ 

市川油槽所 

 

＊２年ごとに改選 

〒272-0013 

市川市高谷新町10 

市川共同防災センター内 

TEL 047(328)1329 

FAX 047(328)1357 

S52. 6.20 

京葉臨海中部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

デンカ㈱千葉工場 

 

＊２年ごとに、千葉・市原・ 

袖ケ浦地区輪番で選出 

〒290-8588 

市原市五井南海岸６ 

     （代表会社内） 

TEL 0436(26)3211 

S55.12.18 

 

 

千葉地区 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

JFEスチール㈱ 

東日本製鉄所(千葉地区) 

 

＊１年ごとに改選 

〒260-0835 

千葉市中央区川崎町1 

     （代表会社内） 

TEL 043(262)2345 

S53. 4.17 

 

市原市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

デンカ㈱千葉工場 

 

＊２年ごとに、姉崎・五井・ 

八幡地区輪番で選出 

〒290-8588 

市原市五井南海岸６ 

     （代表会社内） 

TEL 0436(26)3211 

S52. 3. 4 

 

袖ケ浦市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

㈱JERA袖ケ浦火力発電所 

 

＊２年ごとに、改選 

〒299-0297 

袖ケ浦市中袖２－１   

（代表会社内） 

TEL 0438(55)5411 

S52. 6. 1 

 

京葉臨海南部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

 

日本製鉄㈱君津製鉄所 

 

＊２年ごとに、改選 

 

〒299-1141 

君津市君津1 

TEL 0439-50-2038 

S52.10.28 
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１６ 共 同 防 災 組 織 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

京葉臨海北部地区市川共同防災組織 

 

市川地区海上共同防災協議会 

 

千葉市新港地区共同防災協議会 

 

JFE千葉地区陸上共同防災組織 

 

千葉地区海上共同防災組織 

 

五井共同防災協議会 

 

千種地区共同防災協議会 

 

袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会 

 

市原･袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

 

京葉臨海南部地区共同防災組織 

 

京葉臨海中部地区共同防災協議会 

272-0011 

 

272-0011 

 

261-0002 

 

260-0835 

 

〃 

 

290-0058 

 

299-0108 

 

299-0266 

 

290-0058 

 

299-1141 

 

299-0266 

 

市川市高谷新町10 

（市川共同防災センター） 

市川市高谷新町10 

（市川共同防災センター） 

千葉市美浜区新港231 

（新港地区共同防災センター） 

千葉市中央区川崎町1 

（JFE ｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所(千葉地区)内） 

      〃 

 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

市原市千種海岸３ 

（三井化学㈱市原工場内） 

袖ケ浦市北袖１番地 

（富士石油㈱袖ケ浦製油所内） 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

君津市君津1 

（日本製鉄㈱君津製鉄所内） 

袖ケ浦市北袖1 

（富士石油㈱袖ケ浦製油所内) 

047(328)1329 

 

047(328)1329 

 

043(247)4681 

 

043(262)2345 

 

〃 

 

0436(22)0658 

 

0436(62)3223 

 

0438(63)7014 

 

 

0436(22)0658 

 

0439(50)2038 

 

0438(63)7042 
 

１８ そ  の  他 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電 話 等 

千葉県高圧ガス地域防災協議会 

 

海上災害防止センター 

 

京葉シーバース㈱ 

 

㈱ダイトーコーポレーション

千葉支店 

石油連盟基盤整備・油濁対策部 

 

危険物保安技術協会 

 

260-0004 

 

220-8401 

 

299-0265 

 

260-8517 

 

100-0004 

 

105-0001 

千葉市中央区中央港1-13-1 

   千葉県ガス石油会館４階 

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 

   三菱重工横浜ビル内 

袖ケ浦市長浦拓1-1-18 

 

千葉市中央区中央港1-9-5 

 

東京都千代田区大手町1-3-2 

   経団連会館ビル 

東京都港区虎ノ門4-3-13 

043(246)0027 

 

045(224)4315 

045(224)4312(FAX) 

0438(62)1211 

0438(62)1216(FAX) 

043(238)5113 

043(238)5125(FAX) 

03(5218)2306 

03(5218)2320(FAX) 

03(3436)2353 

03(3436)2251(FAX) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県石油コンビナート等防災計画 

付属資料編 

 

千葉県石油コンビナート等防災本部 

（事務局：千葉県防災危機管理部消防課） 

〒260－8667 千葉市中央区市場町１－１ 

電話 043（223）2173 

 


